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小林市障がい者自立支援協議会について

～就労分野について～



検討課題

・専門部会

（生活、サービス、教育、雇用、医療、児童）

・地域部会（小林地区、須木地区）

現任、担当者を中心とした直接利用者に携わる

支援者の集まりにしよう！

とりあえずやってみよう！

自立支援協議会の設立に向けて
平成19年１０月頃より準備開始



小林市障害者自立支援協議会発足

第１回 小林市障害者自立支援協議会
（平成２０年３月２４日）

・１９名の委員でスタート

・協議会の考え方を共有する為の概要と趣旨の

説明とで終わる。

・部会は設置せず

とりあえずスタートしたが・・・

手ごたえが無い！？



小林市障害者自立支援協議会発足

課 題

・個別支援会議を充実させる

（支援会議に慣れる）

・部会を作り、少人数で意見を出やすく

（悩みを共有する）

・地域で支えるシステムを作る。
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個別支援会議

事務局会議



運営会議

部会リーダー
(会長､副会長を

含む)

こども支援
部会

就労支援
部会

地域支援
部会

相談支援
部会

報告・提案

地域の課題

個別ケースの課題（環境、経済、教育、障がい、家族、高齢、移動、
住居、 福祉サービス、就労、疾病、性、虐待、等々）

事務局
(福祉課、基幹)

専門部会

小林市障がい者自立支援協議会

全体会

こども支援部会

就労支援部会

地域支援部会

相談支援部会

地域で就労するための課題の洗い出し、検
討、ネットワークを結び広げ、就労支援シス
テムを作るための協議をする。

地域で生活をする乳幼児期から学童期まで
の、保育・教育・子育て・進路に関する課題
を協議する。

主に、地域で生活する精神障がいや重度障
がいの方やその家族等の課題を洗い出し、地
域の課題として検討協議する。

地域で暮らすための福祉サービス等の利用
に関する検討や事例の検討、相談支援専門員
の資質の向上に努める。

（障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、
Ｂ型事業所、支援学校高等部進路担当者等）

（児童発達支援事業所、放課後等デイサー
ビス事業所、教育機関、コーディネーター、
市子育て支援課、家庭相談員等）

（精神科病院、保健所、生活介護事業所、
地域活動支援センター、入所施設、GH等）

（相談支援事業所､中核機関、基幹相談等）

小林市障害者施策推進協議会

・専門部会で協議事項を報告し、他の部会
や構成メンバーとの課題の共有を図り、地
域の課題を検討する。
・研修会を企画し、障がい福祉サービス事
業者等の質の向上を図る。

全体会

・事務局と専門部会のリー
ダーが協議会の方針/運営につ
いて検討、各部会の検討課題
の共有や課題整理の進捗状況
等について協議する。

運営会議

報告





【平成２９年度 協議会の活動から】

〇平成２７年４月から、就労継続支援B型事業の利用者については、
就労面の就労アセスメント（評価）を就労移行支援事業所等が行う
ことが必須なったため、小林市としての取り扱いを協議する必要が
あったため、プロジェクトチームを立ち上げる事になる。

国の示していた方針はあったが、地域の状況に合わせる必要があった。

・就労移行支援事業所の数、事業所の方針
・支援学校高等部（新設）の卒業生



【平成２９年度 協議会の活動から】

〇プロジェクトメンバー
就労継続B型事業所、就業・生活支援センター、
支援学校高等部進路担当就労移行支援事業所、相談支援事業所、行政

【１回目の協議】
就労継続B型を利用できる条件を確認、整理。条件に該当しない
対象者を想定して、細かくシュミレーションをする。



【２回目の協議】
就労継続B型事業を利用の申請から、相談支援事業所による就労ア

セスメントに係る利用計画案の作成、支給決定、就労移行支援事業
所によるアセスメントの実施、就労継続B型事業の利用に係る利用計
画案の作成、支給決定の流れを確認。特に、就労移行支援事業所に
よるアセスメントが実施できない場合においての就業・生活支援セ
ンターのアセスメントを行う場合について協議。

【３回目の協議】
就労継続B型事業を利用するにあたって、記載をした「就労継続支

援B型事業利用に係るアセスメントの取扱いについて」を作成。その
内容を確認。
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